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８月は保険証の定期更新月です８月は保険証の定期更新月です
現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が
「令和３年７月31日」となっている「後期高齢者医療被保険者
証 [オレンジ色］」を、１人に１枚お渡ししています。
７月中に市町村担当課から、有効期限令和４年７月31日有効期限令和４年７月31日と記載
された新しい被保険者証 [むらさき色 ]をお届けします。

〇一部負担金の割合の判定方法について〇一部負担金の割合の判定方法について
▶１割負担となる方
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が１４５万円未満

▶ 3 割負担となる方
世帯構成 被保険者が１人の場合 被保険者が２人以上の場合

住民税課税所得 １４５万円以上 １４５万円以上の被保険者がいる

総収入の合計額
３８３万円未満は１割（要申請） ５２０万円未満は１割（要申請）

３８３万円以上は３割（※） ５２０万円以上は３割
※７０歳以上７５歳未満の方（後期高齢者医療制度の被保険者以外）がいる場合，その方々との総収入の合計額が
５２０万円未満の場合は１割（要申請）

①後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証　（オレンジ色）をお持ちの方へ①後期高齢者医療　限度額適用・標準負担額減額認定証　（オレンジ色）をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)は、有効期限が「令和３年７
月３１日」となっています。令和２年度の減額認定証をお持ちの方で令和３年度住民税非課税世帯の方には、７月末まで
にお住まいの市町村から、８月１日以降に使用可能な減額認定証をお届けいたします。更新申請書の提出は必要ありませ
ん。減額認定証に記載されている負担区分が【区分Ⅱ】に該当する方で、直近12か月の間に入院日数が９０日を超えた
場合は、申請により食事療養費の標準負担額がさらに減額されます。(ただし、令和2年9月末までは、【区分Ⅱ】の認
定証の交付を受けている期間の入院日数に限ります)
※ご注意（長期入院該当）
市町村窓口に入院日数届書を提出して、長期入院該当の認定を受けていないと、標準負担額の減額は受けられません。長
期入院該当は、申請の翌月からの適用となりますが、申請日から月末までの食事療養費については、差額支給申請をすると、
標準負担額の差額を払い戻しいたします。

②後期高齢者医療　限度額適用認定証　（ねずみ色）をお持ちの方へ②後期高齢者医療　限度額適用認定証　（ねずみ色）をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用認定証」（以下、限度額認定証）は、有効期限が「令和３年７月３１日」となっています。
令和２年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和３年度も所得区分が３割負担の「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当される方には、７月末ま
でにお住まいの市町村から、８月１日以降に使用可能な限度額認定証をお届けいたします。更新申請書の提出は必要ありません。
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なお、令和３年８月１日から令和４年７月31日までの一部負担金
の割合（１割又は３割）は、令和２年中の所得に基づき、改めて判
定します。８月１日以降は、古い被保険者証は使えません８月１日以降は、古い被保険者証は使えませんので、受
診の際は有効期限を確認し、お間違えのないようご注意ください。


